
【介護予防訪問型サービス】
単位数の変更

変更前 変更後
１週に１回程度の場合 １，１７６単位 １，１７６単位
１日につき（日割） ３９単位 ３９単位
１週に２回程度の場合 ２，３４９単位 ２，３４９単位
１日につき（日割） ７７単位 ７７単位
１週に２回を超える程度の場合 ３，７２７単位 ３，７２７単位
１日につき（日割） １２３単位 １２３単位

２６８単位
２７２単位
２８７単位

介護予防訪問型サービス
（短時間サービス）

短時間の身体介護が中心である場合
（１月の中で２２回まで）

１６７単位 １６３単位

加算の新設
変更前 変更後　　

１回につき５０単位

減算の新設
変更前 変更後　　

-１/１００
-１/１００
８５/１００
８８/１００

※業務継続計画未策定減算については令和７年４月１日から適用する。

【生活支援訪問サービス】
変更後 変更後

２４１単位
２４５単位
２５８単位
１５０単位
１５０単位

２８７単位

介護予防訪問型サービス（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・２

１週当たりの標準的な回数を定
める場合（１月につき）

介護予防訪問型サービス（Ⅱ）

介護予防訪問型サービス（Ⅲ）

介護予防訪問型サービス（Ⅳ）
１月当たりの回数を定める場合
（１回につき）

回数区分を統合（１月の中で１２回まで）
標準的な内容の訪問型サービスである場合

口腔連携強化加算

高齢者虐待防止措置未実施減算
業務継続計画未策定減算

事業所と同一建物の利用者５０人以上にサービスを行う場合
同一建物等に居住する利用者の割合が１００分の９０以上の場合

事業所と同一建物の利用者等
にサービスを行う場合

生活支援訪問（Ⅱ）
短時間の生活援助が中心である場合
（１月に２５回まで　２０分未満）

１４７単位

生活支援訪問（Ⅰ）
事業対象者・要支援１・２

生活援助が中心である場合
（１月に１４回まで）

２５８単位


